
訓

令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
六
月
二
日 

埼

玉

県

知

事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

甲 
 

原 
 

裕 
 

子 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
労
働
委
員
会 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
号
ナ
中
「
公
示
し
、
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
労
働
委
員
会 

埼

玉

県 
埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
四
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第
一 

450df8b5705cff60be8be0aaf6533e84


		Motohiro Ohno
	2026-06-01T14:30:43+0900
	日本
	2026-06-01 14:30:30 +09:00 JSTに承認しました


	



